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６
月
３
日
に
令
和
６
年
度
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
収
め

た
市
税
は
ま
ち
づ
く
り
の
貴
重
な
財
源
に

な
り
ま
す
の
で
期
限
を
守
っ
て
納
め
て
く

だ
さ
い
。
市
・
府
民
税
の
計
算
方
法
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
市
民
税
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
を
。
非
課
税
の
人
に
は
通

知
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
問
市
民
税
課
☎
８
４
１
・
１
３
５
３
、

〃

８
４
１
・
３
０
３
９

　
対
象
は
４
月
１
日
現
在
、
65
歳
以
上
の

公
的
年
金
等
受
給
者
で
、
前
年
中
の
年
金

所
得
に
係
る
個
人
の
市
・
府
民
税
の
納
税

義
務
の
あ
る
人
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
外
。
⑴
介
護

保
険
料
の
特
別
徴
収
の
対
象
外
⑵
令
和
６

年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金

な
ど
の
額
を
超
え
る
⑶
老
齢
基
礎
年
金
な

ど
の
額
が
18
万
円
未
満
。

◆
令
和
５
年
度
か
ら
継
続
し
て
特
別
徴
収

の
人
　

　
４
月
支
給
分
の
公
的
年
金
な
ど
か
ら
令

和
６
年
度
分
の
仮
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
６
年
度
の
年
税
額
か
ら
４
・
６
・
８

月
の
仮
徴
収
額
を
差
し
引
き
、
10
・
12
・

２
月
で
残
額
を
本
徴
収
し
ま
す
。

◆
今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人
　

　
６
・
８
月
は
納
付
書
な
ど
で
支
払
う
普

通
徴
収
、
10
・ 

12
・
２
月
は
年
金
か
ら

特
別
徴
収
。
対
象
者
は
６
月
に
送
付
す
る

納
税
通
知
書
に
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
税
額
を
記
載
し
て
い
る
の
で
ご
確
認

を
。

　
災
害
や
廃
業
・
失
業
（
自
己
都
合
退
職

や
定
年
に
よ
る
退
職
を
除
く
）
で
所
得
が

著
し
く
減
少
し
た
人
、
生
活
保
護
受
給

者
、
そ
の
他
特
別
な
事
情
で
納
税
能
力
を

著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
前

年
の
合
計
所
得
金
額
や
世
帯
全
体
の
収

入
、
預
貯
金
の
状
況
な
ど
に
よ
り
市
・
府

民
税
お
よ
び
森
林
環
境
税
を
減
免
（
免

除
）
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
納

期
限
ま
で
に
市
民
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

を
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
公
的
年
金
収
入
４
０
０
万
円
以
下
で
、

そ
の
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
確

定
申
告
不
要
と
な
っ
た
人
で
も
、
公
的
年

金
以
外
に
所
得
が
あ
る
場
合
や
市
・
府
民

税
で
医
療
費
控
除
・
生
命
保
険
料
控
除
な

ど
を
受
け
た
い
場
合
は
、
市
・
府
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
期
限
は
過
ぎ
て

い
ま
す
が
、
期
限
後
の
申
告
も
可
能
で
す

の
で
お
忘
れ
な
く
。
な
お
、
３
月
16
日
以

降
に
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
や
市
・
府
民
税
申
告
を
し
た
人

は
、
令
和
６
年
度
市
民
税
・
府
民
税
・
森

林
環
境
税
の
税
額
決
定
通
知
書
や
課
税
証

明
書
に
申
告
書
の
記
載
内
容
が
反
映
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

各
種
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
等
）、

各
種
手
当
な
ど
の
決
定
時
期
に
影
響
が
出

る
可
能
性
も
あ
る
た
め
各
担
当
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
を
。

公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）

災
害
・
失
業
な
ど
に
よ
る
減
免

市
・
府
民
税
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　森林環境税は森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、今年度から国
内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて１人当た
り年額1000円を市で徴収します。税収は全額が「森林環境譲与税」として都道府県や市
区町村へ譲与されます。市・府民税均等割および森林環境税の金額は下表の通り。

※１ 平成26年度～令和５年度は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防
災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特別に関する法律」に基づき、
市・府民税に500円ずつ加算されています。

※2 平成28年度～令和９年度は大阪府森林環境税として府民税均等割に300円加算されます。
※３ 令和６年度から開始されます。市・府民税均等割が非課税の人には課税されません。

令和６年度から適用される主な税制改正⑴

森林環境税を創設

▼市・府民税均等割および森林環境税の金額

令和５年度まで 令和６年度以降

均等割額
市民税 3500円（※１） 3000円

府民税 1800円（※１※２） 1300円（※２）

森林環境税 国税 ー 1000円（※３）

計 5300円 5300円

市民税・府民税・森林環境税
まちづくりの貴重な財源
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7　広報ひらかた令和6年6月号

令和６年度の主な税制改正⑵　定額減税
　１人当たり年間４万円（市・府民税１万円、所得税３万円）を定額減税します。
◆市・府民税（住民税）の定額減税
▶対象　令和６年度市・府民税の所得割額が課税され
ている人のうち、令和５年分の合計所得金額が1805万
円以下（給与収入2000万円以下）の人。
▶減税額　納税義務者の令和６年度所得割額を限度に
次の合計額を各種税額控除後の所得割額から控除。⑴
本人１万円⑵控除対象配偶者および扶養親族（国外居住
者を除く）１人につき１万円。なお、合計所得金額が
1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の減税
分は令和７年度の市・府民税所得割額から定額減税を
行います。詳細は市ホームページ参照。
▶減税方法
⑴特別徴収（会社員など給与から引き去り）
　令和６年６月分の徴収はせず、定額減税後の税額を
令和６年７月分～７年５月分の11カ月に分けて特別徴
収します。

⑵普通徴収（事業主など納付書・口座振替などで
の納付）
　第１期分の税額から定額減税控除を行い、第１期分
から控除しきれない場合は、第２期分以降の税額から
順次控除します。

⑶特別徴収（年金からの引き去り）
　令和６年10月支払分の年金より特別徴収される税額か
ら定額減税控除を行い、控除しきれない場合は、令和６
年12月支払分以降の税額から順次控除。今年度から年金
特別徴収が開始される人や前年度の特別徴収が停止にな
った人は普通徴収の第１期分税額から定額減税控除し、
控除しきれない場合は第２期分から控除、それでも控除
しきれない場合は10月支払分以降の公的年金からの特別
徴収税額から順次控除します。
　※当初課税後に徴収方法が変更となった人（就職し普
通徴収から特別徴収になった人や退職により特別徴収か
ら普通徴収となった人など）は通常通りの徴収方法です。

▶定額減税しきれない場合
　市・府民税（住民税）や所得税の納付額から定額減税しきれない
差額分を給付します。申請方法などは詳細が決まり
次第、広報ひらかたでお知らせします。給付金の詳
細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給
付金・定額減税一体措置」 （右記コード）参照。

▶新たに令和６年度住民税非課税となる世帯
や住民税均等割のみ課税となる世帯
　詳細が決まり次第、対象となる世帯に案内を送
付します。
　※令和５年度に支給対象となった世帯は未申請
や辞退した世帯などを含めて対象外となります。

給付金の対象となる場合

給付金に関する詳細は臨時給付金課（☎841・1221㈹、〃841・5711）にお問い合わせを。

▶市・府民税（住民税）の定額減税額および定額減税しきれな
い差額分について
　６月３日に送付する令和６年度の市民税・府民税・森林環
境税納税・税額決定通知書（写真下）に定額減税額※１および
控除しきれない定額減税控除外額（差額分）※２を記載します
ので確認を。

◆所得税（国税）の定額減税
　令和６年分所得税から減税されます。国税
庁ホームページ「定額減税特設サイト」（右記
コード）参照。詳細は勤務先などに確認また
は枚方税務署（ ☎844 ・ 9521、ガイダンス
番号４）へお問い合わせを。

　※給与所得者などの納税通知書など市・府
民税の定額減税に関する詳細は市ホームペー
ジ（右記コード）参照または市民税課（☎841・
1353、〃841・3039）にお問い合わせを。

※１※2

定額減税しきれない差額分（調整給付分）

定額減税控除外額 定額減税額

定額減税額

（例）事業所得者や年金受給者などの場合
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7　広報ひらかた令和6年6月号

令和６年度の主な税制改正⑵　定額減税
　１人当たり年間４万円（市・府民税１万円、所得税３万円）を定額減税します。
◆市・府民税（住民税）の定額減税
▶対象　令和６年度市・府民税の所得割額が課税され
ている人のうち、令和５年分の合計所得金額が1805万
円以下（給与収入2000万円以下）の人。
▶減税額　納税義務者の令和６年度所得割額を限度に
次の合計額を各種税額控除後の所得割額から控除。⑴
本人１万円⑵控除対象配偶者および扶養親族（国外居住
者を除く）１人につき１万円。なお、合計所得金額が
1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の減税
分は令和７年度の市・府民税所得割額から定額減税を
行います。詳細は市ホームページ参照。
▶減税方法
⑴特別徴収（会社員など給与から引き去り）
　令和６年６月分の徴収はせず、定額減税後の税額を
令和６年７月分～７年５月分の11カ月に分けて特別徴
収します。

⑵普通徴収（事業主など納付書・口座振替などで
の納付）
　第１期分の税額から定額減税控除を行い、第１期分
から控除しきれない場合は、第２期分以降の税額から
順次控除します。

⑶特別徴収（年金からの引き去り）
　令和６年10月支払分の年金より特別徴収される税額か
ら定額減税控除を行い、控除しきれない場合は、令和６
年12月支払分以降の税額から順次控除。今年度から年金
特別徴収が開始される人や前年度の特別徴収が停止にな
った人は普通徴収の第１期分税額から定額減税控除し、
控除しきれない場合は第２期分から控除、それでも控除
しきれない場合は10月支払分以降の公的年金からの特別
徴収税額から順次控除します。
　※当初課税後に徴収方法が変更となった人（就職し普
通徴収から特別徴収になった人や退職により特別徴収か
ら普通徴収となった人など）は通常通りの徴収方法です。

▶定額減税しきれない場合
　市・府民税（住民税）や所得税の納付額から定額減税しきれない
差額分を給付します。申請方法などは詳細が決まり
次第、広報ひらかたでお知らせします。給付金の詳
細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給
付金・定額減税一体措置」 （右記コード）参照。

▶新たに令和６年度住民税非課税となる世帯
や住民税均等割のみ課税となる世帯
　詳細が決まり次第、対象となる世帯に案内を送
付します。
　※令和５年度に支給対象となった世帯は未申請
や辞退した世帯などを含めて対象外となります。

給付金の対象となる場合

給付金に関する詳細は臨時給付金課（☎841・1221㈹、〃841・5711）にお問い合わせを。

▶市・府民税（住民税）の定額減税額および定額減税しきれな
い差額分について
　６月３日に送付する令和６年度の市民税・府民税・森林環
境税納税・税額決定通知書（写真下）に定額減税額※１および
控除しきれない定額減税控除外額（差額分）※２を記載します
ので確認を。

◆所得税（国税）の定額減税
　令和６年分所得税から減税されます。国税
庁ホームページ「定額減税特設サイト」（右記
コード）参照。詳細は勤務先などに確認また
は枚方税務署（ ☎844 ・ 9521、ガイダンス
番号４）へお問い合わせを。

　※給与所得者などの納税通知書など市・府
民税の定額減税に関する詳細は市ホームペー
ジ（右記コード）参照または市民税課（☎841・
1353、〃841・3039）にお問い合わせを。

※１※2

定額減税しきれない差額分（調整給付分）

定額減税控除外額 定額減税額

定額減税額

（例）事業所得者や年金受給者などの場合
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病
気
な
ど
の
際
に
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
費
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
た
め
の
制
度
で
す
。
今
年
度
か
ら

府
内
の
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
料
は
統

一
さ
れ
ま
し
た
。

 

保
険
料
や
減
免
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
年
金
課
☎
８
４
１
・
１
４
０
３
、

〃

８
４
１
・
３
７
１
６

 

納
付
相
談
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
納
付
課
☎
８
４
１
・
１
３
０
４
、

〃

８
４
６
・
２
２
７
３

　
保
険
料
は
前
年
の
所
得
に
よ
り
年
度
ご

と
に
決
定
。
令
和
６
年
度
の
保
険
料
率
・

算
定
方
法
は
下
表
の
と
お
り
。
保
険
料
率

の
算
定
の
基
と
な
る
１
人
当
た
り
の
保
険

料
収
納
必
要
額
は
昨
年
度
に
比
べ
３
６
０

８
円
増
加
し
て
い
ま
す
。
診
療
費
が
全
般

的
に
伸
び
て
い
る
こ
と
に
よ
る
医
療
給
付

費
分
に
加
え
、
高
齢
化
の
進
展
や
団
塊
世

代
の
移
行
な
ど
で
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

分
や
介
護
納
付
金
分
が
増
加
し
て
い
る
た

め
で
す
。

◆
年
度
内
に
75
歳
に
な
る
人

　
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
、
誕
生
月
の
前

月
分
ま
で
国
民
健
康
保
険
料
が
か
か
り
ま

す
。
同
世
帯
で
他
に
も
国
民
健
康
保
険
加

入
者
が
い
る
場
合
は
年
度
内
で
保
険
料
が

均
等
に
割
り
振
ら
れ
ま
す
。

　
４
・
５
月
分
を
含
む
12
カ
月
分
の
保
険

料
を
６
月
～
来
年
３
月
の
10
回
に
分
け
て

納
め
ま
す
。
納
期
限
は
各
月
の
末
日
（
12

月
は
25
日
、
土
・
日
曜
、
祝
日
の
場
合
は

次
の
平
日
）。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、

世
帯
主
が
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
は

保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
支
給
月
に
保

険
料
を
年
金
か
ら
引
き
去
り
）
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で

　
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
防
止
に
も
。

納
付
通
知
書
に
同
封
の
申
込
書
を
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
含
む
取
扱
金
融
機
関
へ
。
市

役
所
本
館
２
階
保
険
納
付
課
に
持
参
ま
た

は
郵
送
（
〒
573
―
８
６
６
６
市
保
険
納
付

課
）
可
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
で
手
続
き
が
で
き
る
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座

振
替
サ
ー
ビ
ス
」
も
同
課
・
各
支
所
で
利

用
可
（
利
用
で
き
る
金
融
機
関
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

◆
保
険
料
の
減
額
　
低
所
得
世
帯
に
は
均

等
割
・
平
等
割
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す

（
所
得
申
告
が
必
要
な
場
合
あ
り
）。
ま
た

未
就
学
児
に
係
る
均
等
割
保
険
料
は
、
そ

の
５
割
を
減
額（
手
続
き
は
不
要
）。

◆
失
業
者
へ
の
保
険
料
軽
減
　
倒
産
や
解

雇
、
雇
い
止
め
な
ど
会
社
な
ど
の
事
情
で

職
を
失
っ
た
場
合
、
保
険
料
の
負
担
を
軽

減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
軽
減
を
受
け

る
に
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付
さ
れ
た
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
提
示
し
て
の
申

請
が
必
要
で
す
。

◆
そ
の
他
の
減
免
制
度
　
所
得
額
が
前
年

に
対
し
て
著
し
く
減
少
す
る
場
合
は
申
請

に
よ
り
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

令
和
５
年
度
ま
で
実
施
し
て
い
た
児
童
扶

養
減
免
は
今
年
度
か
ら
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。

　
軽
減
・
減
免
の
適
用
後
も
支
払
い
が
困

難
な
と
き
は
収
支
の
状
況
が
分
か
る
書
類

を
持
参
し
保
険
納
付
課
に
納
付
相
談
を
。

　
退
職
や
失
業
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険

を
脱
退
し
た
場
合
は
、
無
保
険
と
な
ら
な

い
よ
う
速
や
か
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
加
入
資
格
が
で

き
た
時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
他
、
そ
の

間
の
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
し
、
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
場
合
も

届
け
出
が
必
要
で
す
。

６
月
は
窓
口
が
混
み
合
い
ま
す

　
窓
口
の
待
ち
人
数
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で

き
ま
す
（
下
記
コ
ー
ド
）。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
ご
利
用
を

　
デ
ー
タ
に
基
づ
く
適
切
な
医
療
を

受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
手
続
き
な
し
で

高
額
医
療
費
の
限
度
額
を
超
え
る
支

払
い
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

加
入
・
脱
退
な
ど
の
届
け
出
は

14
日
以
内
に

納
付
相
談

保
険
料
の
軽
減
・
減
免
な
ど

６
月
16
日
に
納
付
通
知
書
を
送
付

令
和
６
年
度
の
保
険
料
率

保険料の算定方法 医療給付費分
（加入者全員）

後期高齢者
支援金等分

（加入者全員）
介護納付金分

（40歳～64歳）

所得割
（総所得から基礎控除43万円
を引き右記の率を乗じます）

9.56％ 3.12％ 2.64％

均等割（加入者一人当たり） ３万5040円 １万1167円 １万9389円

平等割（加入一世帯当たり） ３万4803円 １万1091円 なし

限度額（各項目の上限額） 65万円 22万円 17万円

国民健康保険
安心で健康な生活を助け合って支える
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介
護
保
険
施
設
の

負
担
額
を
軽
減

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
施

設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
を
利
用
す
る

人
は
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」

を
利
用
施
設
に
提
示
す
る
と
１
日
あ
た

り
の
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
対
象
者

は
申
請
を
。
す
で
に
認
定
証
を
所
持
し

て
い
る
人
に
は
６
月
上
旬
に
更
新
勧
奨

通
知
を
送
付
す
る
の
で
手
続
き
を
。
居

住
費
の
負
担
額
は
下
表
の
通
り
で
、
８

月
か
ら
変
更
さ
れ
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
を
軽
減

　
要
件
に
該
当
す
る
人
は
申
し
出
に
よ

り
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
な
ど
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
減
額
は
利
用
者
負
担
額

の
25
％
（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50

％
）。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設

サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
で
は
食
費
・
居

住
費
（
滞
在
費
）、
通
所
介
護
で
は
食

費
に
つ
い
て
も
軽
減
の
対
象
（
日
常
生

活
費
は
軽
減
対
象
外
）。
ま
た
、
生
活

保
護
受
給
者
は
申
し
出
に
よ
り
、
施
設

サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
の
個
室
の
居
住

費
（
滞
在
費
）
が
軽
減
対
象
に
な
り
ま

す
。
対
象
と
な
る
要
件
な
ど
詳
細
は
介

護
認
定
給
付
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

※１ 預貯金額の要件があります。詳細は介護認定給付課へお問い合わせを。
※２ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（）内の金額となります。

▼介護保険施設における居住費の負担限度額（令和６年８月以降）
対象者 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室・従来型個室（※２） 多床室

・ 生活保護受給者
・ 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金

受給者　※１ 880円
550円(380円） 0円

本人および世
帯全員が市民
税非課税

年金収入額+合計所得金額が
80万円以下 ※１ 550円(480円）

430円年金収入額+合計所得金額が
80万円超～120万円以下 ※１

1370円 1370円(880円）
年金収入額+合計所得金額が
120万円超 ※１

　
介
護
保
険
は
助
け
合
い
の
精
神
に
基
づ

く
制
度
で
皆
さ
ん
の
保
険
料
は
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
人
を
支
え
ま
す
。
各
種
手
続

き
は
郵
送
可
。
窓
口
で
の
混
雑
回
避
の
た

め
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

 

保
険
料
や
減
免
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
年
金
課
☎
８
４
１
・
１
４
０

３
、
〃

８
４
１
・
３
７
１
６

 

納
付
相
談
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
納
付
課
☎
８
４
１
・
１
３
０

４
、
〃

８
４
６
・
２
２
７
３

 

介
護
保
険
の
認
定
・
給
付
に
関
す
る
こ
と

　
問
介
護
認
定
給
付
課
☎
８
４
１
・
１
４

６
０
、
〃

８
４
４
・
０
３
１
５

　
介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
人
の
保

険
料
と
公
費
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
65

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
に
は
６
月
中

旬
に
令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
納
付
通

知
書
ま
た
は
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
40
歳
～
64
歳
の
第
２
号
被

保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
加
入
す
る
医
療

保
険
の
保
険
料
と
ま
と
め
て
徴
収
。

◆
介
護
保
険
料

　
被
保
険
者
の
昨
年
中
の
合
計
所
得
金
額

等
や
令
和
６
年
４
月
１
日
ま
た
は
資
格
取

得
日
の
世
帯
状
況
に
よ
っ
て
17
段
階
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

◆
納
付
方
法

　
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
（
特
別
徴
収
）

の
場
合
は
、
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に

引
き
去
り
ま
す
。
４
月
と
６
月
は
年
間
保

険
料
額
が
決
定
し
て
い
な
い
た
め
、
２
月

の
特
別
徴
収
額
と
同
額
を
引
き
去
り
ま
す

（
仮
徴
収
）。
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
の
場
合
は
４
月
～
来
年
３

月
の
１
年
分
を
、
６
月
か
ら
来
年
３
月
の

毎
月
１
回
（
計
10
回
）
払
い
に
な
り
ま
す
。

◆
低
所
得
者
の
保
険
料
特
別
軽
減
　
次
の

要
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
納
期
限
が
過

ぎ
て
い
な
い
保
険
料
額
を
軽
減
で
き
ま
す
。

▼
要
件
　
⑴
市
民
税
非
課
税
世
帯
⑵
世
帯

の
前
年
の
収
入
金
額
の
合
計
が
１
５
０
万

円 (

世
帯
員
が
２
人
以
上
の
場
合
は
２
人

目
以
降
１
人
に
つ
き
50
万
円
を
加
算
し
た

額) 

以
下
⑶
市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
な
い
⑷
資
産
を
活
用
し
て
も
生
活
困

窮
状
態
に
あ
る (

居
住
用
以
外
の
土
地
・

家
屋
が
な
く
、
預
貯
金
が
３
５
０
万
円
以

下
な
ど)

⑸
過
去
に
特
別
軽
減
に
よ
る
減
免

を
受
け
た
人
は
、
特
別
軽
減
に
よ
る
減
免

に
係
る
年
度
分
の
介
護
保
険
料
（
時
効
に

よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を

除
く
）
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

◆
保
険
料
の
減
額
　
災
害
で
資
産
に
大
き

な
損
害
を
受
け
た
場
合
や
大
幅
に
収
入
が

減
少
し
た
場
合
は
申
請
に
よ
り
保
険
料
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
が
減
免
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

６
月
14
日
に
納
付
通
知
書
を
送
付

保
険
料
の
軽
減
・
減
免

介護保険
社会全体で介護を支える
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介
護
保
険
施
設
の

負
担
額
を
軽
減

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
施

設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
を
利
用
す
る

人
は
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」

を
利
用
施
設
に
提
示
す
る
と
１
日
あ
た

り
の
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
対
象
者

は
申
請
を
。
す
で
に
認
定
証
を
所
持
し

て
い
る
人
に
は
６
月
上
旬
に
更
新
勧
奨

通
知
を
送
付
す
る
の
で
手
続
き
を
。
居

住
費
の
負
担
額
は
下
表
の
通
り
で
、
８

月
か
ら
変
更
さ
れ
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
を
軽
減

　
要
件
に
該
当
す
る
人
は
申
し
出
に
よ

り
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
な
ど
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
減
額
は
利
用
者
負
担
額

の
25
％
（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50

％
）。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設

サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
で
は
食
費
・
居

住
費
（
滞
在
費
）、
通
所
介
護
で
は
食

費
に
つ
い
て
も
軽
減
の
対
象
（
日
常
生

活
費
は
軽
減
対
象
外
）。
ま
た
、
生
活

保
護
受
給
者
は
申
し
出
に
よ
り
、
施
設

サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
の
個
室
の
居
住

費
（
滞
在
費
）
が
軽
減
対
象
に
な
り
ま

す
。
対
象
と
な
る
要
件
な
ど
詳
細
は
介

護
認
定
給
付
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

※１ 預貯金額の要件があります。詳細は介護認定給付課へお問い合わせを。
※２ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（）内の金額となります。

▼介護保険施設における居住費の負担限度額（令和６年８月以降）
対象者 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室・従来型個室（※２） 多床室

・ 生活保護受給者
・ 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金

受給者　※１ 880円
550円(380円） 0円

本人および世
帯全員が市民
税非課税

年金収入額+合計所得金額が
80万円以下 ※１ 550円(480円）

430円年金収入額+合計所得金額が
80万円超～120万円以下 ※１

1370円 1370円(880円）
年金収入額+合計所得金額が
120万円超 ※１

　
介
護
保
険
は
助
け
合
い
の
精
神
に
基
づ

く
制
度
で
皆
さ
ん
の
保
険
料
は
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
人
を
支
え
ま
す
。
各
種
手
続

き
は
郵
送
可
。
窓
口
で
の
混
雑
回
避
の
た

め
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

 

保
険
料
や
減
免
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
年
金
課
☎
８
４
１
・
１
４
０

３
、
〃

８
４
１
・
３
７
１
６

 

納
付
相
談
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

　
問
保
険
納
付
課
☎
８
４
１
・
１
３
０

４
、
〃

８
４
６
・
２
２
７
３

 

介
護
保
険
の
認
定
・
給
付
に
関
す
る
こ
と

　
問
介
護
認
定
給
付
課
☎
８
４
１
・
１
４

６
０
、
〃

８
４
４
・
０
３
１
５

　
介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
人
の
保

険
料
と
公
費
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
65

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
に
は
６
月
中

旬
に
令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
納
付
通

知
書
ま
た
は
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
40
歳
～
64
歳
の
第
２
号
被

保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
加
入
す
る
医
療

保
険
の
保
険
料
と
ま
と
め
て
徴
収
。

◆
介
護
保
険
料

　
被
保
険
者
の
昨
年
中
の
合
計
所
得
金
額

等
や
令
和
６
年
４
月
１
日
ま
た
は
資
格
取

得
日
の
世
帯
状
況
に
よ
っ
て
17
段
階
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

◆
納
付
方
法

　
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
（
特
別
徴
収
）

の
場
合
は
、
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に

引
き
去
り
ま
す
。
４
月
と
６
月
は
年
間
保

険
料
額
が
決
定
し
て
い
な
い
た
め
、
２
月

の
特
別
徴
収
額
と
同
額
を
引
き
去
り
ま
す

（
仮
徴
収
）。
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
の
場
合
は
４
月
～
来
年
３

月
の
１
年
分
を
、
６
月
か
ら
来
年
３
月
の

毎
月
１
回
（
計
10
回
）
払
い
に
な
り
ま
す
。

◆
低
所
得
者
の
保
険
料
特
別
軽
減
　
次
の

要
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
納
期
限
が
過

ぎ
て
い
な
い
保
険
料
額
を
軽
減
で
き
ま
す
。

▼
要
件
　
⑴
市
民
税
非
課
税
世
帯
⑵
世
帯

の
前
年
の
収
入
金
額
の
合
計
が
１
５
０
万

円 (
世
帯
員
が
２
人
以
上
の
場
合
は
２
人

目
以
降
１
人
に
つ
き
50
万
円
を
加
算
し
た

額) 

以
下
⑶
市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
な
い
⑷
資
産
を
活
用
し
て
も
生
活
困

窮
状
態
に
あ
る (
居
住
用
以
外
の
土
地
・

家
屋
が
な
く
、
預
貯
金
が
３
５
０
万
円
以

下
な
ど)

⑸
過
去
に
特
別
軽
減
に
よ
る
減
免

を
受
け
た
人
は
、
特
別
軽
減
に
よ
る
減
免

に
係
る
年
度
分
の
介
護
保
険
料
（
時
効
に

よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を

除
く
）
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

◆
保
険
料
の
減
額
　
災
害
で
資
産
に
大
き

な
損
害
を
受
け
た
場
合
や
大
幅
に
収
入
が

減
少
し
た
場
合
は
申
請
に
よ
り
保
険
料
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
が
減
免
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

６
月
14
日
に
納
付
通
知
書
を
送
付

保
険
料
の
軽
減
・
減
免

介護保険
社会全体で介護を支える
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